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１ 監査した監査委員

栗林 徹、新井 栄子、木村 欽一

２ 監査の種類

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第７項の規定による財

政援助団体等監査（同法第２４４条の２第３項の規定に基づく管理（以下「指

定管理」という。）を行わせているものに係る監査）

３ 監査の期間

令和４年６月３０日から令和４年１２月２日まで

４ 監査の対象

(1) 公の施設

野田市立清水保育所（以下「保育所」という。）

(2) 指定管理者

株式会社こどもの森

(3) 所管部局

健康子ども部保育課

５ 監査の範囲

令和３年度における公の施設の指定管理に関する事務事業及び所管部局の

当該指定管理に関する事務

６ 監査の方法

指定管理者が行う出納その他関連する事務が、法令、協定書等に従い適正

に執行されているか、所管部局は指定管理者への指導及び業務の確認を適切

に行っているかを主眼として、指定管理者及び所管部局から提出された資料

及び関係書類に基づき、指定管理者及び所管部局の説明を聴取して実施した。

なお、監査は、野田市監査基準を定める規程（令和２年野田市監査委員規程

第１号）に準拠して行った。
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７ 監査の結果

株式会社こどもの森の指定管理に係る出納その他関連する事務の執行状況

は、監査した限りにおいて、おおむね適正であると認められた。また、保育

課についても、監査した限りにおいて、指定管理者への指導及び業務の確認

をおおむね適正に行っていると認められた。

今後も双方で連携し、子どもの健やかな成長を支えていくとともに、安心

して過ごせるよう、安全で適切な施設の管理運営に努められたい。

なお、一部改善を要する事項が見受けられたので、適切な是正措置を講じ

られたい。

(1) 所管部局に対する要望事項

休職した職員の事務及び新型コロナウイルス感染症に伴う対応に時間を

要し、指定管理料の一部の支払が１か月以上遅延している事例が認められ

たことから、今後は適正な事務執行に努められたい。

保育時間について、野田市立保育所設置及び管理に関する条例施行規則

と野田市立清水保育所管理運営仕様書で記載内容に相違があったため、適

正な時期に規則改正の手続を行うこと。

８ 監査対象団体の概要

(1) 沿 革

株式会社こどもの森は平成４年に設立され、健全な心身の発達を図るこ

とを目的に、保育を必要とする子どもの保育を行っている。首都圏２００

か所以上で認可保育園、認可外保育園、児童館、学童保育所及び通所施設

等の運営を実施しており、保育所の指定管理は平成２２年から受託してい

る。

(2) 所在地

東京都国分寺市光町二丁目５番地１

(3) 資本金

５，０００万円

(4) 役 員

代表取締役１人、取締役４人、監査役２人
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９ 監査対象施設の概要

(1) 名称、位置及び施設の概要

① 名 称

野田市立清水保育所

② 位 置

野田市清水８８１番地

③ 施設の概要

ア 敷地面積 約３，２２３．０５㎡

イ 建築構造 鉄骨平屋建

ウ 延床面積 約８８３．００㎡

エ 主要施設 ほふく室、保育室、遊戯室、調理室及び事務室

オ 定 員 ０歳児から５歳児まで 合計１３０人

(2) 指定管理期間及び指定管理料

① 指定管理期間

令和２年４月１日から令和９年３月３１日まで

② 指定管理料（令和３年度）

１４４，２６９，９６０円

(3) 職員配置（令和４年３月３１日現在）

所長 １人

主任保育士 １人

保育士及び補助員 １９人

栄養士 １人

調理員 ４人

看護師 １人

事務用務員 １人

(4) 指定管理者が行う業務

① 保育所の運営業務

ア 児童の保育

イ 保育料等の徴収

ウ 業務計画、報告書等の作成及び提出

② 保育所の施設及び設備の維持管理業務

③ その他保育所の運営及び維持管理上必要な業務



- 4 -

(5) 利用状況（令和３年度）

① 野田市立清水保育所の開所日数及び各月の入所児童数

（単位：人）

開所

日数
0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 計

４月 25 日 8 22 27 29 30 30 146

５月 20 日 8 22 28 30 30 30 148

６月 26 日 8 22 28 30 30 30 148

７月 24 日 9 22 28 30 30 30 149

８月 25 日 9 22 30 30 30 30 151

９月 24 日 9 22 30 30 30 30 151

10 月 26 日 9 22 30 30 30 30 151

11 月 24 日 9 22 30 30 30 30 151

12 月 24 日 9 22 30 30 30 30 151

１月 20 日 9 22 30 30 30 30 151

２月 19 日 9 22 30 30 30 30 151

３月 26 日 9 22 30 30 30 30 151

合計 283 日 105 264 351 359 360 360 1,799
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(6) 収支の状況（令和３年度）

（収入） （単位：円）

（支出） （単位：円）

区 分 予算額（Ａ） 決算額（Ｂ） 予算との比較（Ｂ-Ａ）

指定管理料 147,051,000 144,269,960 △2,781,040

利用料金等収入 5,100,000 4,870,920 △229,080

雑収入 1,500,000 1,347,003 △152,997

収入合計 153,651,000 150,487,883 △3,163,117

区 分 予算額（Ａ） 決算額（Ｂ） 予算との比較（Ａ-Ｂ）

人

件

費

給与・諸手当 92,000,000 88,418,027 3,581,973

法定福利費 12,840,000 11,818,016 1,021,984

小 計 104,840,000 100,236,043 4,603,957

管
理
費
・
事
務
費
・
事
業
費

福利厚生費 600,000 374,655 225,345

水道光熱費 3,400,000 3,903,817 △503,817

修繕費 300,000 89,760 210,240

委託費 1,309,000 1,158,806 150,194

保守料 102,000 101,640 360

給食費 7,400,000 7,775,635 △375,635

保健衛生費 1,200,000 727,989 472,011

職員給食費 1,500,000 1,256,000 244,000

その他 21,000,000 20,810,575 189,425

小 計 36,811,000 36,198,877 612,123

租税公課費 12,000,000 13,253,407 △1,253,407

支出合計 153,651,000 149,688,327 3,962,673


